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Ｍ・は“看護における知的、実践的な焦点の中

で最も中心的で、優先的で統一的な焦点はケアリ

ングである3)”と述べ、全米ケア研究会議を主催

し、ケアリングの概念を大きく発展させた。我が

国においても1992年に日本看護科学学会がヒュー

マンケアリングをテーマとした国際看護学術集会

を開催した4)。しかし、操は日本の医療界におい

ては「ケア」と同じく「ケアリング」も用語とし

てそのまま輸入されているきらいがあり、日本の

文化の中でケアリング概念が検討されないまま、

単なるひとつの用語として使用されているという

現状がある5)ことを指摘している。

1．緒言

ＬａｖｉｍａＤＬ・らは、「看護とは幼い者を世話

する母親のケア（care）を発展させたものであ

る」’)と述べている。また金井は看護の創始者と

いわれるNightingaleF・は「NotesonNursmg；

Ｗｈａｔｉｔｉｓ，ａｎｄｗｈａｔｉｔｉｓｎｏｔ」の中でケアとい

う単語を39個用いておりその意味は様々な使い方

をしているが、看護本来の姿を表現するための行

為において大切なものがケアであると力説してい

ると述べている2)。文化人類学と社会人類学の視

点に基づいて看護理論を展開しているLeinmger
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我が国では1963年の「老人福祉法」制定に際し

て“介護”という言葉が出現した。更に'987年に

介護福祉士が国家資格化され、これまで看護職者

が自らの専門領域だと考えていた生活援助行為が

他職種によって担われるという事態に遭遇して、

看護職者は戸惑いや焦りを感じた。その時点から

看護と介護の違いについてさまざまな論議が繰り

広げられてきた。それから10年以上が経過した現

在でも、このテーマは依然として暖昧であると思

われる。

そこで本研究は、ケアの専門家としての看護職

におけるケアリングとは何かを探ることを目的に

ケアの本質と専門的ケア、看護と介護について考

察する。

さまざまな形態や表現やプロセスがあり、多様性

を持つものもあれば、その一方で普遍的であった

りもするという視点に立ち、一般的なケアと専門

的なケア、看護ケアに関して異種なものと普遍的

なものについて民族学的方法によって研究し

た'1)。そこでここではMayerofTとLemingerの著

書や論文を基にケアの本質と専門的ケアについて

,考察する。

Mayeloffl2)はケアとは全人的活動を意味するも

のであって、単にある人間の一部－それが精神で

あれ、身体であれ、感覚であれ、理性であれ＿を

指すものではないということを強調し、－人の人

格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成

長すること、自己実現することを助けることであ

る述べている。そして、ケアの主な要素として知

識、リズムを変えること、忍耐、正直、信頼、謙

遜、希望、勇気を挙げた。これらの８つの要素が

意味するものとしてMayeroffの考えは次のよう

にとらえることができる。誰かをケアするために

は、その人がどんな人なのか、その人の力や限界

はどれくらいなのか、その人の求めていることは

何か、その人の成長の助けになることはいったい

何か、その人の要求にどのように答えるか、自分

自身の力と限界がどのくらいなのかなど多くのこ

とを知る必要がある。そのような“知識”は一般

的かつ個別的なものであるため、対象を忠実に見

ようと努力することが必要であり、そのときには

自分自身に面と向かい“正直Ⅲ，で“謙虚',に`し､を

開くことができなければならない。そしてケアは

明確な知識と暗黙の知識、それを知っているこ

と、それをどうするかを知っていることであり、

それら全体は他人の成長を援助する上でさまざま

に関係している。そしてケアする人は自分の行動

がもたらす結果が何であるか、援助は成功したの

かどうかを考え、結果に照らして、よりよく他者

を援助するために、自分の行動をそのまま続けた

るか、正さなければならない。「行動する」とい

うことは常に相手に対して働きかけているかのよ

うに積極的側面だけから考えるべきではなく、何

もしないということも行動することのひとつであ

Ⅱ．ケアの本質と専門的ケア

1971年にMaycrofTMが「ケアの本質」（On

Caring）を発行したが、この著書は看護理論家達

に大きな影響を与え、看護の分野においてはケア

と並んでケアリング（Caring）という表現が頻繁

に用いられるようになった6)。Leiningerはケアは

現象であり、ケアリングは行為および活動であ

る7)と述べ、WatsonJ・は看護においてケアは

行為を指し8)、ケアリングは道徳的理念である9）

と述べている。「なぜケアではなくケアリングと

いう言葉なのか」という問いに対して、近田'0)は

「看護におけるケアという言葉は必ずしも統一さ

れた定かな概念を持ち合わせておらず、根源的な

意味でケアという言葉の概念を一つにまとめるこ

とは困難である。ケアでもケアリングでも、その

本質を表現するかぎり言葉の意味は同じことであ

るが、看護学の新しいパラダイム構築の可能性

と、それに基づいた実践の方向づけが模索されて

いる時代において、看護が全体的な人間性に関わ

っていくための拠り所となる考え方をケアリング

という言葉の中に見いだそうとしている｡」と述

べている。

Lemmgerは人間を対象としたヒューマンケア

リングこそが看護の本質であると唱え、ケアには
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り、この「非行動性」の状態にあるときこそ、適

切に自分の行動を変える準備のときである。そこ

には“忍耐,，が必要であり、その“忍耐，，には相

手が成長していくという“信頼'，と“希望'，があ

り、忍耐する勇気によってケアする人は自分自身

を知り、理解し、発見する機会となる。そのため

“忍耐”は相手の成長だけでなく、自分自身の能

力についても“信頼,，することが前提となる。

ケアを成長という視点でとらえるときに問題と

思われることがある。それは我々の日常生活にお

いてケアという単語は乳児の世話、肌や髪の手入

れ、ペットの飼育から車の手入れなど、人間ばか

りでなく物のような反応をしめさないものにも使

われるからである。このことについてMayerofT

はケアの相互性は取引ではなく、成果よりも過程

が重要であることから、ケアには相互性（Recip‐

mcation）がある場合とない場合があり、過程を

通してケアする人の自己実現を意味することであ

る'3)と述べている。このことからケアとは成長と

自己実現が重要なキーワードであると考える。

Lemingerはニューギニア島アクナ村に住むガ

ドゥスアップ族の人類学的研究から、一般的なケ

アリングは、主に子供や成人が全人的に成長する

のを助ける養育的行動と関連しており、心と身体

または生理的・心理社会的存在へと人間を分ける

考え方とは調和せず、ケアリングは、ガドゥスア

ップ・アクナの世界における生活と存在の一部分

としての成長と発達の経験にかかわる養育的なラ

イフサイクル活動である'4)と報告している。この

ことからもケアは専門家ばかりが提供するもので

はなく成長することと自己実現することを助ける

ために人間のだれもが提供できるものにケアの本

質があると考えることができる。さらにLeininger

はケアリングの行動と実践こそが、看護を他の専

門領域の役割から区別するものだ'5)と主張した。

MayerDffはケアすることの特殊な側面のひとつと

して、他の人をケアすること'6)について述べてい

る。他者をケアする場合にはケアされる人の世界

をその人と同じになったように理解できなければ

ならないが、それはケアされる人の反応と同じ反

応をケアする人も持つということではなく、ケア

される人ではできない何かを行うことである。ま

た、ケアをするにあたっては、時に特別な資質あ

るいは特殊な訓練を必要とし、一般的なケアに加

えて、ある特定の対象に対してもケアできること

が必要である。それは単に相手をケアすることを

望み、相手の成長を望むだけでは充分ではなく、

成長を手助けするだけの力がなければならないと

考えている17)。

Leiningcrはケア（名詞）とは人間の条件や生

活様式を改善したり高めようとする明白なニード

あるいは予測されるニードをもつ他の個人に対し

て行われる援助行動、支持的行動、あるいは能力

を与えるような行動に関わる現象であり、ケアリ

ング（動名詞）とは、人間の条件や生活様式を改

善したり高めようとする、あるいは死に対処しよ

うとする明白なニードあるいは予測されるニード

をもつ他の個人あるいは集団を援助したり、支持

したり、あるいは能力を与えたりすることを目指

す行為および活動を意味する7)と定義している。

また、職業としてのケアが必要なのは、第１に学

習された知識を持っている、第２に技術の集積、

第３に倫理的、道徳的要素を持っている、第４に

現象を追求する学者のコミュニティに属さなけれ

ばならないからである'8)と述べ、専門的ケア（ケ

アリング）とは、健康状態（もしくは安寧)、障

害、生活様式を改善するために、あるいは死に面

しているクライエントを助けるために、個人また

は集団に対して援助的・支持的・促進的行為を行

うために用いられる、教育機関で習得された公式

的かつ知的に学習された専門的ケアの知識と実践

技能である'9)と定義づけている（下線は筆者が加

筆)。これはMaycroffのいうケアをするにあたっ

ては、時に特別な資質あるいは特殊な訓練を必要

とし、一般的なケアに加えて、ある特定の対象に

対してもケアできることが必要であり、成長を手

助けするだけの力がなければならない'7)と述べて

いることに通じると考える。Lemingerの理論の

目標は看謹の対象となる多くの人々に健康と安寧

をもたらすために文化に適した看護ケアを提供す
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あり､．そのためには看護の視点による教育が行わ

れない限り看護婦の実力は育ちようがないと思わ

れる。

ることにある20)ため、看護とは個人もしくは集団

が文化的に意味と意義あるやり方で安寧（または

健康）を維持し、回復するのを援助し、支持し、

促進し、能力を与えるために、また障害や死に対

処できるよう援助するために、ヒューマンケアの
Ⅲ．看護と介護の専門,性

ケアを中心概念とする職業としては看護職と介

護福祉士が挙げられる。医学中央雑誌から過去５

年間の文献を検索した結果、ケアをキーワードと

する文献は年々増加していた（図１)。その中で

看護をキーワードとする文献は約４割を占めてお

り、看護についての文献の中でケアをキーワード

とするものも僅かずつではあるが年々増加してい

た（図２)。また、ケアをキーワードとする文献

の中で介護をキーワードとするものは約１割であ

ったが、介護についての文献の中で更にケアを

キーワードとするものが約３割あったことから、

介護の分野でもケアに関する研究が行われている

ことがわかる（図１)。介護とは家庭内に合った

看護機能が分化したものであり、福祉的機能と看

護的機能がクロスした状態である24)。そこで看

護、介護、ケアの３つのキーワードをあわせて持

つものは、介護＋ケアの文献の約７割を占めた。

現象と活動に焦点を当てた、学習された人間的

科学的な専門職および専門的学問領域を意味す

る21)と定義している（下線は筆者が加筆)。これ

までの我が国の看護教育の歴史を振り返ると人体

や病気を中心に医師から医学の視点で教育がなさ

れ、そのことに何の疑問ももたれなかった時代が

長く続いた。医学の視点で人間を見つめることを

学習すれば、ミニドクターが育ってしまう。現に

看護婦は医師と同じ視点で患者を見つめ、医師と

同じ治療の方針を共有し、その上に立って看護方

針を明らかにしようとしてきた22)。しかし看護に

は医学とは異なった責務と目的があり、それがヒ

ューマンケアリングであるといえるだろう。そし

てそれは医学においても「人間の顔」をとり戻し

患者の尊厳を保つために必要なものである23)。

Lemingerが指摘しているようにケアを専門的に

行う職業として看護職があるならば、看護職にお

けるケアリングの知識や技術の集積が更に必要で

１
０

％
０
く
１

（件）

6０００

_●－ケア

一トケア、看護 _●－看護コケア

ー▲－介護。ケア5０００
[おケアｎｺ圖憩

4０

４０００

3０００

２０2０００

1０００

￣さ￣さ￣=６－－５
０

1９９５１９９６１９９７１９９８１９９９（年） ０

１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９（年）

図２看護と介護をキーワードとする文献の中で

ケアをキーワードに持つ文献の割合

図１“ケア，’をキーワードとする文献の比較
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一方、過去５年間にケアリングをキーワードとす

るものは毎年10以下とケアに比べてかなり少な

く、その全てが看護に関するものであり、介護に

おけるケアリングの文献は全くなかった。このこ

とから看護の独自性や本質の追究においてケアリ

ングは主要で特徴を示す概念であると言える。

福祉的ケアは身体的に健全な貧困者を対象に

「生活の自立」や「社会的自立」を目指して展開

されるものである25)。福祉の分野において、専門

的知識および技術をもって、身体上または精神上

の障害があることにより日常生活を営むのに支障

がある者につき、入浴・排泄・食事その他の介護

を行い、ならびにその者およびその介護者に対し

て介護に関する指導を行うことを業とするものを

介護福祉士（ケァヮーカー）という。この介護と

いう言葉が社会福祉領域に登場し国民の間に浸透

しはじめるきっかけになったのは、1963年の「老

人福祉法」制定においてであり、当初は特別養護

老人ホームの寮母の職務を“看護'’と区別するた

めに、介助の“介”と看護の“護'’とを組み合わ

せて作った言葉だといわれているが、今日では、

介護は単に寮母職の職務内容のみを指す言葉とし

てではなく、ホームヘルパーやボランティア活動

などにおいても、利用者の生活の自立をサポート

する活動として位置づけられている26)。法律にも

記されているように家庭内で行われる身内による

障害者や老人への日常生活の世話も介護と称する

ようになってきている。そして“家庭内看護”と

称されていた行為は、現在ではすべて“介護，，と

いう言葉に置き換えられつつある。それは1987年

に介護福祉士はケアワーカーと規定されたために

「介護＝ケア」であるという発想が定着してしま

い、その結果として看護と介護の混乱が生じたこ

とが考えられる。

我が国において日本語の看護という言葉が頻繁

に使われ出したのは、明治期に入ってのことで、

それまでにも「看護」という言葉は使われてはい

たが、むしろ国民の間では「看病」という表現が

一般的であったこのことから我が国の“看護”と

いう単語は“病気を看る，，（看病）という単語か

ら派生していると考えられる27)。保健婦助産婦看

護婦法によって看護婦とは傷病者若しくは褥婦に

対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを

業とすると規定されているdこのように“看護”

と“介護”の歴史は異なることから、これらの背

景を基に各々の実践についての専門領域を確立す

ることが必要である。専門職の特質としては高度

に体系化された知識・技術の習得（専門職性）が

重要である28)。そこで、看護婦と介護福祉士の教

育カリキュラムの比較から“看護，，と“介護，,の

相違点について考察する。

表ｌに示すとおりに看護婦養成のカリキュラム

は平成９年度に大幅な改正が行われ、専門基礎科

目は「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回

復の促進」「社会保障制度と生活者の健康」に分

けられ、専門科目として従来のものに加えて「在

宅看護論」と「精神看護学｣が新たに導入された。

そして、今まで臨床実習と呼ばれていた実習が病

院だけでなく広く地域を含んだ実習ということで

臨地実習と名称が変更されたが、臨地実習は全カ

リキュラム時間数の36％を占める。このカリキュ

ラムから人間を幅広く理解することが強調されて

はいるが、看護は病気の理解を除外することはで

きないこと、看護教育において実習は不可欠であ

るだけでなく重点領域であることがわかる。

一方、介護福祉士養成カリキュラムにおいては

専門科目として社会福祉系の科目、家政学系の科

目、それに介謹系の科目が含まれており、介護実

習が全時間数の３割を占めている。家政学系の科

目が多く含まれているのは介護福祉士の直接的

サービスとして家事援助があるためであろう。ま

たレクレーション指導法があるがこれは自立に向

けて生活の活性化を図る専門職としての役割が介

護福祉士に求められているからである29)。これら

は着謹婦菱成のカリキュラムには見られない特徴

である。また、介護福祉士養成には２名以上の看

護系の教員を確保しなければならないという規

定30)があるが、これは生活援助技術の基本となる

原則や方法は看護も介護も共有するべき点が多

く、この分野についての知識．技術の集積の多く

－６９－
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表１着議婦養成カリキュラム（３年課程）と介誕福祉士養成カリキュラム（２年課程）の比較

1）看護婦３年過程カリキュラム 2）介謹福祉士２年過程カリキュラム

－７０－

区分 教育内容 単位 カリキュラムのねらいと留意点

基
礎
科
目

科学的思考の
基盤

人間と人間生

活の理解

1３

○科学的思考力を高め、感性を磨き、自由
で主体的な判断と行動を促す内容とする。
○人文科学、社会科学、自然科学、Ｉｉ１ｉ報科
学、外国諾、保健体育等が含まれる。
○家族論、人Ｈ１関係鵠、カウンセリング理

論と技法等、人間を幅広く理解できる内容
とする。

○国際化及び悩報化へ対応しうる能力の青
成が可能な内容を含むことが望ましい。

専
門
基
礎
科
目

人体の栂造と

機能

疾病の成り立

ちと回復の促
進

社会保障制度
と生活者の漣

康

1５

６

○医学理論の内容の一部は、社会保障制度
と生活者の健康及び霧護学の中に統合す
る。

○人体を系統だてて理解し、健康・疾病に
関する観察力、判断力を強化できるよう従
来の解剖生理学､生化学､栄養学､薬理学、
病理学及び微生物学を含む内容とする。
○人々の社会資源活用に関するセルフケア
能力を高めるために必要な教育的役割や地
域における関係機関等の調整を行えるよう
従来の公衆衛生学、社会福祉及び関係法規
を含tr内容とする。
○精神保健の「梢神」に関する内容は輔神
看護学に含め、「性｣に関する内容は成人.
老年・小児・母性の各若艘学に含める。

専
門
科
目

基礎埼震学

在宅着護騰

成人看護学

学
学
学
学

護
護
護
護

憲
着
霜
若

年
児
性
神

老
小
母
精

０
４

６
４
４
４
４

１

○在宅看護にも対応できるように、在宅に
おける看護基礎技術も含めた内容とする。
○チーム医擦・ケアにおける看護婦（士）
としての調整とリーダーシップ及びマネー
ジメントを菱えるようにする。
○国際社会において、広い視野に基づき看

護婦（士）として賭外国との協力を考える
機会をつくる。

○在宅着譲論では、地域で生活しながら療
養する人々とその家族を理解し在宅での着
護の基礎を学ぶ内容とする。
○各看護学においては､従来の概論耐保健、

臨床看護の区分を外し、各養成所で看護の
対象及び目的の理解、健康の保持漸進およ
び疾病・障害の看護の方法を学ぶ内容とす
る。

○成人看護学は、他の看護学と重複する内

容を整理し、成人期の特徴に基づいた看護
学を学ぶ内容とする。

○精神看護学では、糖神の健康の保持増進
と精神障害時の看護を統合的に学習できる
よう、従来の成人霧護学の一部、精神保健
を含む内容とする。

実
習

鰹地実習

基礎看護学

在宅看硬鶴

成人肴護学

老年溶護学

小児霧護学
母性霧護学

精神電鍍学

霞
３
２
８
４
２
２
２

○病院での実習のみならず、看護が行われ

ているあらゆる場で直接患者、家族等に接
する幅広い実習ができるように臨地実習と

する。

○在宅看護績の実習の対象者は、成人・老
年・小児・母性・糖神障害者のいずれかで
も可とする。

区分 科目 時111】 備考

一
般
教
錠

社
然
諾
の

罧議纒辨》
科
学
系
保
か

文
科
学
は
ち

人
会
科
又
う

120

専
門
科
目

社会福祉概麓

老人福祉論

障害者福祉露

リハピリテーシ

ヨン篇

社会福祉援助技術

社会福祉援助技術

レクリエーシヨ

ン指導法

老人・障害者の
心理

家政学概論

栄養・調理

家政学実習

医学一般

糖神衛生

介護概麓

介謹技術

障害形態別介護
技術

6０

3０

3０

3０

3０

3０

6０

6０

3０

3０

9０

6０

3０

6０

120

120

年金、医療保険及び公的

扶助の概論を含む

社会的リハビリテーシヨ

ンを中心とする。

演習

栄養、鯛理、被服及び住

居の基礎知識について散

授すること。

食品衛生を含む。

栄養及び調理並びに被服

及び住居をおおむね45時

問ずつ教授すること。

人体の綱造及び機能並び

に公衆衛生の基礎知識並
びに医駆法規について教

授すること。

介護の概念、職業倫理、
霜鰻及び地域保健等他分
野との鯛整並びに介護技

術の基礎知識について教

授すること。

介護機器の操作法を含む。

老人介護及び障害者介護

（点字、手話及び盲人歩
行を含む｡）について教
授すること ◎

実
習

介護実習

実習指導

450

6０

施股介霞実習を原則とす
るが、１割程度は在宅介
護実習としても可とす
る ｡



看護職におけるケアリングの探究

は看護分野において積み上げられているためであ

ると考える。しかし看護婦の対象は主に傷病者で

あるのに対して、介護福祉士の対象は老化や障害

に伴って日常生活機能が衰えた者である。看護は

対象者の健康状態を見据えながら生活過程を整え

ることを目的とするが、介護は老化や障害による

日常生活機能の困難に対して機能維持・補完を目

的とする。このことは生活援助技術の原則は同じ

であっても視点が異なることから、介護福祉士養

成に看護系の教員が２名以上も必要かどうかにつ

いては疑問である。1999年３月に提出された「福

祉専門職の教育課程等に関する検討報告書」

（案）には介護系教員のうち１名は必ず介護福祉

士を配属するべきであると提言されている31)が、

専門職であるならばその職種で教育を担えなけれ

ば学問としての発展は難しい。介護福祉士養成教

育を見る限り、介護分野はこれから発展していく

学問分野であるといえる。

さらに教育カリキュラムの違いから、看護と介

護の役割の大きな違いはインフォームド・コンセ

ントを行えるか否かだという見方もある32)。例え

ば清潔の援助をしようとしたときに看護婦はその

人の心身がどのような状態にあるのかを把握し判

断することができ、それをもとに相手に幾つかの

援助方法を提示し説明を行うことができる。また

患者や家族の不安や変化に対しても、看護婦は必

要な時期に、症状等をふまえてわかりやすく相手

に説明を加えることによって、生活の調整に対す

る選択権を与えながら支援していくことができ

る。それは看護婦が健康や病気についての知識を

もっていることを基盤として、単に患者の病状の

変化を見ていくのではなく様態の変化を見なが

ら、様々なケア行為の根拠を理解した上で行うか

らである。それが、看護と介護の最大の相違点で

ある医療処置行為が看護婦には許されていること

につながっていると考える。

護職におけるケアリングとは何かを探るために、

一般的ケアと専門的ケア、そしてケアを職業とす

る看護と介護について検討した。看護と介護の提

供するケアには共通する部分があり、それはケア

の本質といえるであろう。しかし症状や身体の仕

組みを見つめる視点をもった看護と生活の活性化

や人間生活の自立を助けるという視点をもった介

護の役割やケア内容は大きく異なると言える。

「看護職におけるケアリングとは人間を対象と

したヒューマンケアリングであり、健康に関連し

たニーズを持ち健康の回復・維持・増進に向けた

生活過程の調整についての支援を必要としている

他者のために、学習や特殊な訓練によって習得し

た専門的知識や技術を用いて行われる援助行為

で、その行為は文化的に意味と意義あるやり方で

おこなわれる｡」と定義できるのではないだろう

か。そして“支援を必要とするかしないか'’は受

ける側の判断だけではなく、ケアの提供者として

の専門的な知識とアセスメントに基づいた判断が

要求される。

Ｖ・おわりに

疾病構造の変化や高齢社会に向けて、今後我が

国におけるケアの専門家がどのように各々の専門

性を高めるための知識・技術を蓄積し、お互いの

統合と連携を図っていくかは、日本という国にお

ける看護職におけるケアリングを追究する上で重

要なテーマであると思われる。
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